
ま
す
。　
▼
申
込
・
問
合
せ　

コ
ネ
ク
シ
オ
㈱

０
５
０
・
１

８
０
７
・
８
５
９
１

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

（
女
性
対
象
）

 

▼
日
時　
令
和
６
年
１
月
30
日

㈫　
10
時
～
12
時　
▼
場
所　

役
場　
文
書
保
存
庫　
第
１
会

議
室　
▼
内
容　
相
手
に
分
か

り
や
す
い
伝
え
方
講
座　
▼
定

員　
20
名
（
申
込
順
）　

▼
講

師　
大
塚 

美
和 

氏　
▼
参
加

費　
無
料　
▼
申
込
方
法  

12

月
１
日
㈮
９
時
30
分
か
ら
、
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
ま
た
は
埼
玉
県
女
性

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
申
込　
▼
問
合
せ  

埼
玉
県
女
性
キ
ャ
リ

ア
セ
ン
タ
ー
☎
０
４

８
・
６
０
１
・
５
８

１
０普

通
救
命
講
習
Ⅲ

 

▼
日
時　
令
和
６
年
１
月
14
日

㈰　
９
時
30
分
～
12
時
30
分　

▼
場
所　
杉
戸
深
輪
産
業
団
地

地
区
セ
ン
タ
ー　

会
議
室
１
・

２　

▼
内
容　

心
肺
蘇
生
法

（
小
児
・
乳
幼
児
）、
Ａ
Ｅ
Ｄ
使

用
方
法
な
ど　
▼
対
象　
埼
玉

東
部
消
防
組
合
管
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
の
中
学
生
以
上
の
方  

▼
定
員　
10
名
（
申
込
順
）　

町長への提言をお寄せください 秘書広報課　広報広聴担当　内線286問合せ

町長へのご提言・ご意見はこちらまで
◆町長への手紙 　
　「町長への手紙」の便箋と封筒、投函箱が役場や各公民館に備え
てあります。ご記入のうえ、各施設の投函箱にご提出ください。
◆町長へのＥメール
　町ホームページの専用フォーム
から送信ください。
◆町長へのFAX
　送信用紙に、住所・氏名・年齢・電話番号・FAX番号を
記入のうえ、送信ください。　FAX番号（33）4550

　町では、皆さんのご提言・ご意見を、町の業務改善や政策に生かすため、「町長への手紙」「町長へのＥメール」 
「町長へのFAX」を実施しています。

※ご提出の際の注意事項
● 住所・氏名・電話番号を必ずご記入ください。

連絡先が未記入の場合、お寄せいただいた貴重
な意見に対して回答することができません。

● ご質問などに対する回答は、内容により時間を
要する場合がありますので、あらかじめご了承
ください。

● 町の施設・窓口のご案内、各種手続や業務に関
するお問合せなどは、直接担当課へご連絡くだ
さい。

町ホームページ
専用フォーム▶

催 

し

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
講
習
会

 

▼
日
程　
Ｆ
コ
ー
ス　
令
和
６

年
１
月
16
日
㈫
・
17
日
㈬
、
Ｇ

コ
ー
ス　
令
和
６
年
１
月
23
日

㈫
・
24
日
㈬
、
Ｈ
コ
ー
ス　
令

和
６
年
２
月
６
日
㈫
・
7
日
㈬  

13
時
～
16
時
30
分　
▼
場
所　

杉
戸
深
輪
産
業
団
地
地
区
セ
ン

タ
ー　
会
議
室
１　
▼
内
容　

１
日
目
電
話
の
か
け
方
、
カ

メ
ラ
の
使
い
方
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
使
い
方　

２
日
目

地
図
ア
プ
リ
の
使
い
方
、
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
の
使
い
方
等　
▼
参
加
費  

無
料　
▼
持
ち
物　
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
（
貸
出
可
）　

▼
申
込

方
法　
電
話
ま
た
は

Ｗ
Ｅ
Ｂ
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
）
か
ら
申
込　
▼

そ
の
他　
満
席
の
場
合
が
あ
り

各種団体やサークル
などからの暮らしに
役立つ情報掲示板

お
知
ら
せ

掲載内容が変更となる場合が
あります。詳しくは担当まで
お問合せください。

▼
申
込
開
始　
12
月
14
日
㈭
９

時　
▼
問
合
せ　
杉
戸
消
防
署

泉
出
張
所　

救
急
担
当
☎
38
・

２
０
１
１

宅
建
オ
ー
プ
ン
セ
ミ
ナ
ー

講
演
会

 

▼
日
時　
令
和
６
年
１
月
28
日

㈰　

14
時
～
（
13
時
開
場
）　

▼
場
所　
東
部
地
域
振
興
ふ
れ

あ
い
拠
点
施
設
ふ
れ
あ
い
キ
ュ 

ー
ブ　

▼
講
師　

東
国
原 

英

夫 

氏　
▼
定
員　
800
名
（
先
着

順
）　

▼
問
合
せ　
埼
玉
県
宅

地
建
物
取
引
業
協
会　
埼
葛
支

部
☎
31
・
１
１
５
７

セ
ミ
ナ
ー

「
市
民
活
動 

は
じ
め
の
一
歩
」

 

▼
日
時　
12
月
19
日
㈫　
13
時

30
分
～
16
時　
▼
場
所　
春
日

部
地
方
庁
舎　
３
階
大
会
議
室  

▼
内
容　
講
演
、
活
動
事
例
発

表　
▼
参
加
費　
無
料　
▼
定

員　
30
名
（
申
込
順
）　

▼
申

込　
い
き
い
き
埼
玉
活
動
支
援

担
当
☎
０
４
８
・
７
２
８
・
７

１
１
６　
▼
問
合
せ　
県
利
根

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー　
県
民
生

活
担
当
☎
０
４
８
・
５
５
５
・

１
１
１
０

杉
戸
白
百
合
幼
稚
園

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

 

み
ん
な
で
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
！

「
な
か
よ
し
広
場
」

▼
日
時　
12
月
15
日
㈮　
10
時

30
分
～
11
時
30
分　
▼
対
象　

２
歳
～
未
就
園
児
の
親
子　
▼

内
容　
外
遊
び
、
ク
リ
ス
マ
ス

の
お
話　

▼
持
ち
物　
水
筒
・

帽
子　
▼
定
員　
40
組

ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス

「
子
育
て
サ
ロ
ン
」

▼
日
時　
令
和
６
年
１
月
12
日

㈮　
10
時
30
分
～
11
時
30
分　

▼
対
象　
０
・
１
歳
児
の
親
子  

▼
内
容  

室
内
遊
び
、
親
同
士

の
交
流
と
、
子
育
て
ア
ド
バ
イ

ス
『
親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び
』　

▼
定
員　
20
組

【
共
通
事
項
】

▼
費
用　
無
料　
▼
申
込
方
法  

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ト
ッ
プ
「
Ｗ
Ｅ

Ｂ
予
約
」
か
ら
申
込　
▼
問
合

せ　
杉
戸
白
百
合
幼

稚
園
☎
32
・
３
６
４

１

募 

集

杉
戸
町
の
生
活
と
観
光

写
真
コ
ン
テ
ス
ト
作
品

 

▼
応
募
作
品　
①
町
内
で
撮
影

さ
れ
た
未
発
表
の
作
品
で
、
四

季
を
通
じ
杉
戸
町
の
生
活
と
観

光
に
役
立
つ
作
品　
②
四
つ
切

ま
た
は
Ａ
４
（
ワ
イ
ド
四
つ
切

は
不
可
）　

▼
応
募
方
法　
作

品
裏
面
に
天
地
が
わ
か
る
よ
う

に
し
て
、
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）、

郵
便
番
号
、
住
所
、
電
話
番
号
、

作
品
名
、
撮
影
場
所
を
記
入
し

て
セ
ロ
テ
ー
プ
で
貼
っ
て
応
募  

▼
応
募
料　

１
，
０
０
０
円
、

２
点
目
か
ら
は
各
500
円
（
高
校

生
以
下
は
無
料
）
を
持
参
ま
た

は
郵
便
為
替
で
作
品
と
郵
送　

▼
締
切　
令
和
６
年
１
月
31
日

㈬
【
必
着
】　

▼
審
査
結
果
発

表　
令
和
６
年
２
月
中
旬
に
入

賞
作
品
を
杉
戸
町
観
光
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載　
▼
展

覧
会　
令
和
６
年
２
月
22
日
㈭

～
25
日
㈰　
場
所
：
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー　
▼
応
募
・
問
合
せ  

〒
345–

０
０
３
６　

杉
戸
町
杉

戸
１–

10–

21　
杉
戸
町
観
光
協

会
☎
32
・
３
７
１
９

会
員
募
集

東
武
そ
ば
打
ち
同
好
会

 

▼
日
時　
第
１
・
３
水
曜
日　

13
時
～
、
第
２
日
曜
日　
９
時

～
、
第
３
ま
た
は
第
４
土
曜
日  

９
時
～　
▼
場
所　
南
公
民
館  

実
習
室　
▼
内
容　
材
料
費
だ

け
で
月
４
回
の
練
習
日
に
麺
を

打
つ　

▼
費
用　

入
会
費
２
，

０
０
０
円　

年
４
，
０
０
０

円　

▼
問
合
せ　
伊
藤
☎
34
・

２
７
９
１

問合せ年金生活者支援給付金の手続きは
お済みですか？ 年金生活者支援給付金専用ダイヤル

☎0570（05）4092

　年金生活者支援給付金は、令和元年10月からの消費税引き上げ分を活用し、老齢基礎年金など公的年金等を含め
ても所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。
　４月１日現在老齢・障害・遺族基礎年金を受給していて、新たに支給対象者になった方は10月分（12月支給分）
から支給対象です。日本年金機構から請求手続きのご案内が９月に送付されていますので、まだ請求していない方
は、年金生活者支援給付金請求書（はがき）に必要事項を記入し提出をしてください。
　12月31日までに提出しないと遡って支給されませんので、ご注意ください。

河川などの異常水質事故防止にご協力ください
　河川や水路に油や薬品などが流れ、水道水や農業用水の取水に影
響が出る「異常水質事故」が多く発生しています。
　もし、異常水質事故を見つけた場合には、速やかに県東部環境管
理事務所または環境課までご連絡ください。
問　県東部環境管理事務所　☎（34）4011
　　環境課　環境保全担当　☎（38）0401

令和５年分青色決算等説明会
　青色申告決算書、収支内訳書の作成方法やインボイス制度などに
ついて、説明会を開催します。（事前予約制）
青色申告決算説明会

開催日 開催時間 会場
12月 14日㈭ 13時30分～16時 幸手市商工会

①白色申告決算説明会・②消費税等説明会
開催日 開催時間 会場

12月
12日㈫ ①10時～ 12時

②13時30分～15時30分
春日部市民文化会館

19日㈫ ふれあいセンター久喜

申　春日部税務署　個人課税第１部門　☎048（733）2961
【国税相談専用ダイヤルをご利用ください】
　11月１日から、「国税相談専用ダイヤル」を開設しています。
時間　８時30分～ 17時（土・日・祝日・年末年始を除く）
相談専用ダイヤル　0570（00）5901

17 広報すぎと　令和5年（2023年）12月号 16広報すぎと広報すぎと　令和5年（2023年）12月号　令和5年（2023年）12月号

催 

し

募 

集

教 

室

案 

内

会
員
募
集

東
公
民
館　
☎
38
・
２
５
３
３

催 

し

募 

集

会
員
募
集

教 

室

案 

内

南
公
民
館　
☎
34
・
４
７
７
４

泉
公
民
館　
☎
38
・
０
８
７
９


